農業にかかる免税手続について

簡素化の適用範囲を拡大します
従前の　　　　　　　　交付数量が

2.5ℓ/a　　　に加え、　300ℓ以下　　　 も簡素化の対象となります。

以下の場合　　　　　　の場合
· 適用は、免税証の有効期間の始期が

平成21年9月1日以降分から

　


　　　　<簡素化の内容>

１　免税軽油所要数量計算明細書への積算根拠の記載が不要になります。

耕作年間使用見込数量欄に、ご自分が必要とする数量をお書きください。作付面積欄には作物ごとの作付面積をお書きください。　【記入例】　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　①耕作証明書の合計面積が115a

　　②作付面積が、米80a、麦105a、

野菜10a、休耕田25a

　　③自分が必要とする

耕作年間使用見込数量が290ℓ
２「免税軽油使用実績書」の提出を省略できます。

３「免税軽油の引取り等に係る報告書」の各月分を１枚にまとめて作成できます。

〈注意！〉追加申請により年間の交付数量が2.5ℓ/aを超え、かつ300ℓを超える場合には、追加申請後の実績書及び月単位の報告書の作成が必要となります。



１.免税軽油とは
軽油は、本来的には軽油引取税が課されますが、免税軽油は、法律で定められた特定の用途に使用される場合に限って課税を免除される軽油のことです。
免税軽油は免税証と引き換えに購入することができます。免税証の交付を受けるためには、前もって免税軽油使用者の認定を受け、免税証の交付申請をする必要があります。
免税証の交付申請手続等や免税証・免税軽油の管理・使用に違反がありますと、課税処分や免税証等の返納命令のほか、罰則が適用されることもあります。
２.申請書類の作成は必ずご自分で！
　　　申請書類は、「必要書類の一覧」及び「免税軽油申請のしおり」を参考に、必ずご自分で作成して提出してください。
　　　なお、県民センター及び中讃税務窓口センターでは免税証等の交付申請書類の取次ぎだけを行っております。
●申請書類の作成方法等、不明な点があれば、香川県県税事務所　軽油引取税課にお問合せください。


●免税証等交付申請書類の提出先は以下のとおりです。
１．免税証申請窓口及び問合せ先

	香川県県税事務所　軽油引取税課　免税担当
〒760-0068高松市松島町1-17-28　香川県高松合同庁舎内

TEL　０８７－８０６－０３１７


２．免税証取次窓口
	香川県東讃県民センター　　（さぬき市津田町津田930-2　香川県大川合同庁舎内）

香川県小豆県民センター　　（小豆郡土庄町渕崎甲2079-5　香川県小豆合同庁舎内）
香川県中讃県民センター　　（善通寺市生野本町1-1-12　香川県仲多度合同庁舎内）

香川県西讃県民センター　　（観音寺市坂本町7-3-18　香川県三豊合同庁舎内）

香川県中讃税務窓口センター（坂出市江尻町1355　香川県坂出合同庁舎内）

※上記センター窓口において、免税証交付申請書の提出及び免税証の受取ができます。


３．郵送での申請方法
　　　郵送先　香川県県税事務所　軽油引取税課　免税担当（上記１）

　　　なお、郵送による受取を希望される方は、申請書類の他、以下を同封してください。

・返信用切手540円（簡易書留で返送します。）
・返信用封筒（角2封筒（A4書類が入るｻｲｽﾞ）：縦33㎝×横24㎝）












農業にかかる免税証交付申請手続き等については、年間交付数量が2.5ℓ/a(＊)以下の方に限って簡素化してきました。


この度、簡素化の適用範囲を拡大し、年間交付数量が2.5ℓ/a(＊)以下の方又は300ℓ以下の方を簡素化の対象とします。


(＊)2.5ℓ/aとは、耕作証明書の合計面積(a)に2.5を乗じて得た数量(ℓ)をいいます。





これにより、以下のような場合が新たに簡素化の対象になります。


（例）耕作証明書の合計面積が115a。免税証の交付数量が290ℓの場合。
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従前は、交付数量290ℓが、耕作面積115a×2.5＝287.5ℓを超えるため簡素化の対象となりませんでした。


しかし、今後は、交付数量が300ℓ以下であることから簡素化の対象となります。
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問合せ先　　　香川県県税事務所　軽油引取税課　免税担当


　　　　　　　　〒760-0068　高松市松島町1丁目17-28


Tel　０８７－８０６－０３１７


　０８７－８０６－０３１７（直通）





免税軽油の申請をされる方へ





お問合せ先





免税証申請窓口のお知らせ








